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生徒指導の基本



生徒指導の定義
生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分らしく
生きることができる存在へと、自発的・主体的に成
長や発達する過程を支える教育活動のことである。
なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に
応じて指導や援助を行う。
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児童生徒一人一人が
自己指導能力を身に付けることが重要

生徒指導の目的
生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさ
や可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支える
と同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる
自己実現を支える。

「生徒指導提要」（令和４年12月 文部科学省）

生徒指導の定義及び目的

生徒指導の考え方



児童生徒の自己指導能力の獲得を支える生徒指導

多様な教育活動を通して
・児童生徒が主体的に課題に挑戦してみること
・多様な他者と協働して創意工夫すること
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【留意する実践上の視点】

①自己存在感を感受
②共感的な人間関係の育成
③自己決定の場の提供
④安全・安心な風土の醸成

「生徒指導提要」（令和４年12月 文部科学省）を基に作成

生徒指導の考え方
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生徒指導の２軸
児童生徒の課題への対応の時間軸に着目したもの

□プロアクティブ
課題が発生する前に、常態的・先行的に行う

□リアクティブ
課題が生じた後に即応的・継続的に行う

生徒指導は、児童生徒の課題への対応を時間軸や対象、課題性の

高低という観点から類別することで、２軸３類４層に構造化するこ

とができます。

生徒指導の考え方
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□発達支持的生徒指導
全ての児童生徒の発達を支援

□課題予防的生徒指導
全ての児童生徒を対象とした課題の未然防止教育と、課題の前兆

行動が見られる一部の児童生徒を対象とした課題の早期発見と対応

□困難課題対応的生徒指導
深刻な課題を抱えている特定の児童生徒への指導・援助

生徒指導の３類

生徒指導の課題性（「高い」・「低い」）と課題への対応の種類から分
類したもの

生徒指導の考え方
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「生徒指導提要」（令和４年12月 文部科学省）を基に作成

発達支持：特定の課題を想定しない全ての児童生徒
未然防止：特定の課題を想定する全ての児童生徒
課題早期発見対応：特定の課題を想定する一部の児童生徒
困難課題対応：困難問題を抱える特定の児童生徒

生徒指導の４層

生徒指導の考え方
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生徒指導の方法

【児童生徒理解】

一人一人の児童生徒に対して適切な指導・助

言を計画し、実践することを目指して、学習

面、心理・社会面、進路面、家庭面の状況や

環境についての情報を収集し、分析するため

のプロセス
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生徒指導の方法

【児童生徒理解】

〔複雑な心理・人間関係の理解〕
・家庭環境、生育歴、能力・適性等を把握は非常に困難

・感情の動きや人間関係の把握も容易でない

・いじめなどの未然防止において、教職員の児童生徒理解

の深さが鍵
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生徒指導の方法

【児童生徒理解】

〔観察力と専門的・客観的・共感的理解〕
・心理面のみならず学習面、家庭面等から総合的理解

・学年担当、教科担任、部活動顧問等の複眼的な視野

・養護教諭、スクールカウンセラー等の専門的な視野

・生活実態調査、いじめアンケート調査等の客観的な理解

・児童生徒を、受容・傾聴し、立場に寄り添って共感的理解
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生徒指導の方法

【児童生徒理解】

〔児童生徒、保護者と教職員の相互理解の重要性〕
・互いに理解を深めることが重要

・心を閉ざした状態では、児童生徒理解はできない

・積極的に生徒指導の方針などを伝える

・教職員や学校側の考えについての理解を図る
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生徒指導の方法

【集団指導と個別指導】

集団指導と個別指導は、集団に支えられて個が育ち、

個の成長が集団を発展させるという相互作用により、

児童生徒の力を最大限に伸ばし、児童生徒が社会で自

立するために必要な力を身に付けることができるよう

にするという指導原理に基づいて行われる。

そのためには、教職員は児童生徒を十分に理解する

とともに、教職員間で指導についての共通理解を図る

ことが必要。
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生徒指導の方法

【集団指導】
・社会の一員としての自覚と責任、他者との協調性、集団の目標達成に

貢献する態度の育成

・役割分担の過程で、各役割の重要性を学ぶ

・協調性を身に付け、自らも集団の形成者であることを自覚

・互いが支え合う社会の仕組みを理解

・集団において、自分が大切な存在であることを実感

・あらゆる場面において、平等な立場で互いに信頼し、集団の目標に向

かって励まし合いながら成長できる集団をつくる

〔集団づくりの基盤〕

・安心して生活 ・個性を発揮 ・自己決定 ・達成感・成就感

・貢献できる役割 ・存在感を実感 ・好ましい人間関係

・自己肯定感 ・自己有用感 ・自己実現の喜び
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生徒指導の方法

【個別指導】

・集団から離れて行う指導と、集団指導の場面における個へ

の配慮

・授業など一斉の活動場合で、個別の状況に配慮することも

個別指導

・集団に適応できない場合などは、集団から離れ効果的に

児童生徒の力を伸ばす
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生徒指導の方法

【ガイダンスとカウンセリング】

学習や生活の基盤として、教師と児童生徒との信頼

関係及び児童生徒相互のよりよい人間関係を育てるた

め、日頃から学級経営の充実を図ること。

また、主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガ

イダンスと、個々の児童生徒の多様な実態を踏まえ、

一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカ

ウンセリングの双方により、児童生徒の発達を支援す

ること。

学習指導要領第１章「総則」
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生徒指導の方法

【ガイダンスの観点からの取組】

・学校生活への適応

・よりよい人間関係の形成

・学習活動や進路等における主体的な取組や選択

・自己の生き方

などに関して、全ての児童生徒に、組織的・計画的に情報提

供や説明を行い、場合によっては、社会性の発達を支援す

るプログラムなどを実施



16

生徒指導の方法

【カウンセリングの観点からの取組】

一人一人の生活や人間関係などに関する悩みや迷いなど

を受け止め、自己の可能性や適性についての自覚を深める

ように働きかけたり、適切な情報を提供したりしながら、児童

生徒が自らの意志と責任で選択、決定することができるよう

にするための相談・助言等を個別に行う

ガイダンスとカウンセリングは、教員、スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカー等が協働して行う生徒指

導において、児童生徒の行動や意識の変容を促し、一人一人

の発達を支える働きかけの両輪として捉える
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生徒指導の方法

【チーム支援による組織的対応】
・深刻化、多様化、低年齢化する生徒指導の諸課題を解決するた
めには、一人で問題を抱え込まずにチームで対応

・課題早期発見対応や困難課題対応的生徒指導は、チームによる
指導・援助に基づく組織的対応によって、早期解決、再発防止

・発達支持的生徒指導や課題未然防止教育においても、チームを
編成して学校全体で取組

〔チーム支援のプロセス〕

①チーム支援の判断とアセスメントの実施

②課題の明確化と目標の共有

③チーム支援計画の作成

④支援チームによる実践、

⑤点検・評価に基づくチーム支援の終結・継続
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生徒指導の取組上の留意点

【児童の権利に関する条約】

・平成元年11月20日に第44回国連総会において採択

・日本は、平成２年に署名し、平成６年に批准し、効力が生じる

・児童とは、18歳未満の全ての者

・本条約の発効を契機として、児童生徒の基本的人権に十分配慮
し、一人一人を大切にした教育が行われることが求められる

・生徒指導を実践する上で、児童の権利条約の四つの原則を理解
しておくことが不可欠
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生徒指導の取組上の留意点

【児童の権利に関する条約】

〔四つの原則〕

第一に、児童生徒に対するいかなる差別もしないこと

第二に、児童生徒にとって最もよいことを第一に考えること

第三に、児童生徒の命や生存、発達が保障されること

第四に、児童生徒は自由に自分の意見を表明する権利を持っていること

・いじめや暴力行為は、児童生徒の人権を侵害するばかりでなく、進
路や心身に重大な影響

・教職員は、いじめの深刻化や自殺の防止を目指す上で、児童生徒の
命を守るという当たり前の姿勢を貫くことが大切

・安全・安心な学校づくりは、生徒指導の基本中の基本であり、同条
約の理解は、教職員にとって必須
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生徒指導の取組上の留意点

【こども基本法】
・令和４年６月公布

・「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基
礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長すること
ができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわら
ず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送
ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に
推進すること」が目的（第１条）

・本法基本理念の趣旨等について、児童の権利に関する条約とと
もに理解しておくことが求められる
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生徒指導の取組上の留意点

【こども基本法】
〔基本理念の主な記載〕

①全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障さ
れるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

②全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障される
こと、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自
立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、
教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接
関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動
に参画する機会が確保されること。

④全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が
尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
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【「生徒指導提要」概要版】

参考資料

【SCガイドライン】 【SSWガイドライン】
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【北海道いじめ防止基本方針】

参考資料

【取組プラン】

○いじめ対応ガイドブッ
ク＆支援ツール

【ガイドブック＆支援ツール】
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【自殺予防教育ポータルサイト】

参考資料

【不登校支援ポータルサイト】 【不登校支援ガイドブック】
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【子ども相談支援センター】

参考資料

【生命の安全教育】

○生命の安全教育

【ヤングケアラー】

○ヤングケアラー○子ども相談支援
センター


